
●パンドラの箱

「最近、Ａの暴走は目に余る…」
「確かに…ですが、それは仕事に対す
る熱意の裏返しでもありますし…」
「それが困るんだよ」
「と、言いますと…」
「自分の営業成績のことを考えている
だけなら、まだ良かった」
「…」
「Ａお得意の、力技の営業はすでに限
界で、若手にお株を奪われている」
「時代の流れですね」
「私はね、Ａが若手と張り合って、営
業成績を競い合うと思っていた」
「焦りもあったのでは…」
「年は争えないからな。気が付いたら
周りは若手ばかり、同期は幹部になっ
ている。まぁ、気持ちは分かるがね」
「これからも営業で頑張るように、お
伝えになっては…」
「それは無理だろ。Ａ自身が、一番よ
く分かっている」
「やはり、現状を容認してあげること
が一番本人のためにも…」
「Ｂ人事部長、Ａのことだけを見ても
らっては困るんだよ」
「Ａの周りのスタッフのことですね」
「猛烈営業のエネルギーの直撃を受け
る部下はどう思うか、という問題だ」
「ですが、今のところは…」
「表面上は、そうだろう。確かに幾分
勢いは衰えたといっても、あの威圧感
は相当なものだよ」
「社長でも、そう感じると…」
「君だって、そうだろう」
「えぇ、まぁ…」
「何か事が起きてからでは遅い。今か
ら何か手を打ちたい。それで君と、こ
うして話をしているんだが…」
「年齢的な焦りが原因なら、単純な話
ではないと思いますが、思い切って昇
格をさせるとか…」
「Ａがなぜ営業課長どまりなのか、そ
れを考えれば、昇格など論外だ」
「…」
「君の口からは言えないだろうが、Ａ
の社内人望の無さはピカイチだ」
「では、部下の居ない幹部に…」
「Ａの猛烈なエネルギーが、昇進昇格
に向かうことだけは避けたいね」
「なるほど…」
「誤解してもらっては困るが…」

「はい…」
「私は別にＡを辞
めさせたいという
訳ではない」
「ええ…」
「だが、今のまま
では、ねぇ…」
「社長は、どうさ
れたいと…」
「もちろん定年ま

では面倒を見なければと思ってはいる
が、少し大人しくなれば、とね」
「周りのスタッフへの言動ですね」
「まずは、そうだ」
「ですが、生半可な注意程度では、全
く聞く耳を持たないか、と…」
「…確かに、そうだろうな…ならば人
事部長としては、どう考える？」
そこまで無理をしてＡの気持ちを慮
る必要があるのか、Ｂ人事部長には、
Ｃ社長の真意を測りかねていた。Ｂの
本音は、いっそ退職勧奨をして、お引
き取り願うほうがよほどスッキリす
る、だ。でも、定年まで面倒を見ると
いう社長の意向にケチをつけるような
ことは、さすがに言えない。
「難しいですね…」
「Ｄ社労士に、ちょっと聞いたら」
「あっ…そ、そうですね」
Ｃ社長から助け舟を出され、Ｂはこ
の話からようやく逃れた。
「ちょ、懲戒処分、ですか！？」
「お灸をすえるには、軽い処分など
が、ちょうどいいかと思います」
「ですが、ブラックとか、言われない
でしょうか」
「いろいろ言う人は、何をしてもそう
言いますよ」
「はぁ…ですが、法律上、問題は無い
んですか」
「きちんとした理由があれば、問題に
なりません」
「理由ですか…パワハラ、とか…」
「問題ないと思います」
とは言われたものの、Ｂ人事部長
は、Ｄ社労士から提案された懲戒処分
には、素直に頷けなかった。そんなに
簡単なものなのか…それに、軽い処分
がちょうどいい、なんて、まるでプレ
ゼントか何かを選ぶようで、あまりい
い気持がしなかった。でも、パワハラ
という材料は使えるかもしれない…
「懲戒処分をしたらどうか、といわれ
たのですが…」
「ほう…それで、君の意見は？」
「あまり気が進まない、というのが本
音です」
「同感だ」
社長から共感され、Ｂは自分の考え
に少し自信を持った。
「じゃあ、どうするか、だ…」
「そもそも、今回の問題は、Ａの言動
をどうするか、でした」
「うむ。それで…」

「あえてパワハラが問題になってい
る、と伝えてみては、と…」
「パワハラ、か…」
「パワハラ、と言われて、全く何も感
じないことは無いと思います」
「程度問題だな。Ａは良くも悪くも昭
和の人間だ。パワハラなんぞ、クソく
らえ、と思っている」
「ですが…」
「もちろん、今どき、そんな意識は通
用しない…」
「はい」
「ただ、パワハラなどと言われて、黙
ってすごすごと引き下がるだろうか」
「パワハラではない、と反論ぐらいは
当然するでしょう」
「あと、犯人探しだ…俺を刺したのは
誰だ、が始まる」
「慎重にすすめます」
「確実な事実関係を掴むことは、最低
限必要なことだろう」
「Ａを狙い撃ちにしたなどと言われな
いよう、まずは全社員にアンケートを
取りたいと思います」
Ｂ人事部長は全社から回収されたア
ンケートの結果に、唖然とした。
「パンドラの箱を開けてしまったかも
しれない…」
予想外のパワハラの指摘の多さに、
思わず部下のＥにこぼした。頭の痛い
宿題が増えてしまった。
「そんな風にお考えになる必要はない
と思います。すべてが事実とは限りま
せんし…」
「確かに、そうだな。個別に聞き取り
をしよう。Ｅ、君に任せる」
「部長、そのアンケートは…？」
「あ、ああ…これは私が対応する」
Ｂの手元にあるのは、Ａの部下から
のアンケートだ。パワハラに該当する
ような具体的な言動の指摘が、これで
もかと書かれている。ところが、これ
を問題視して解決を求めるような意向
は、誰も書いていない。これはどうい
うことか…Ａが部下に圧力をかけたの
であれば、パワハラの事実など書かな
いはずだが…何かがおかしいという気
持ちはあったが、とりあえずＡ本人か
ら聞き取りをすることにした。
「全て事実ですよ」
「認めるんですね」
「だから、そう言っているじゃないで
すか！」
「今後は、こうした言動はお止め頂く
必要があります」
「社長の指示か？」
「パワハラの防止は会社の義務です」
「建前だろ…これだから嫌なんだよ」
「改善が見られないようであれば、懲
戒処分の可能性もあります」
「ハイハイ」
「…」
「もう、いい？」
そう言うなり、Ａは出て行った。
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「…ということでした」
「あ、そう」
「ただ、気になることが…」
と言いかけて、Ｃ社長に言うべき
か、Ｂ人事部長は一瞬躊躇した。
「Ａがすんなり認めたこと、か？」
「それも、そうなんですが…」
「一応するべきことはしたんだから、
後は様子を見れば、いいんじゃない」
「はぁ…」
「何か、気になることがあるのか？」
「Ａが、社長の指示か、と…」
「そう言ったか…あいつらしい」
「それに…アンケートの結果が…」
「問題がある？」
「部下からは、何も問題は無いと」
「Ａが脅したんだろ」
「それなら言動の事実も、あんなにあ
からさまに記載しないはずです」
「Ｂ人事部長」
「はい…」
「私は、後は様子を見ればいい、と言
ったんだが」
「ですが…」
「何度も言わせるな」
「…」
社長は何かを隠している。Ａ課長に
対する会社の認識と、職場での認識に
は、大きなギャップがある…気にはな
るが、社長に関わるなと言われた以
上、個人的な関心で首を突っ込むこと
訳にはいかない…などと考えている
と、部下Ｅから妙な話を聞かされた。
Ａとは直接関係の無い支店や営業所
の社員から、Ａからパワハラを受けた
という申告が、複数あるという。
「そもそも、どこでパワハラを受けた
んだ？」
「通りがかりで会ったときに、暴言を
言われた、とか…」
「その申告者は、Ａと面識があったん
だろうか…？遠方の支店のスタッフ
が、たまたま通りかかったＡの名前を
知ってた、って…？」
「さぁ…」
「どこで会ったと回答してるの？」
「場所日時、全く不明確。たまたま通
りがかりで言われたことだけを覚えて
いる、とだけ…」
「あと、パワハラをしたのが、他なら
ぬＡだ、ということ」
「しかもおかしいんですよ」
「何が？」
「同じような、Ａから受けたというパ
ワハラ申告がいくつかあるんですが、
その記載内容がほとんど一緒で…」
「どういうこと？」
「可能性として考えられるのは、ある
特定の人物が、Ａのパワハラを申告す
るよう指示した、ということかと」
「Ａをパワハラ加害者にしたい人物が
存在する、ということか…」
「その申告者、特定できるかな」
「できないことは無いですが…」

「本人に接触するつもりはない。ちょ
っと気になることがある。すべての責
任は私が持つ。確認してくれるか」
「は、はい…」
一方で、Ｂ人事部長は、やはりＡの
部下に直接会う必要があると考えた。
「問題の言動は、細かく書いているの
に、問題解決を求めない、というの
は、どういうこと？」
「最初から、何も書くつもりなんてな
かったんです。でもＡ課長が、好きな
ように書け、ウソは書くな、って」
「Ａ課長って、怖い人？」
「最初は怖かったけど…口が悪いの
で。でも慣れてくると、ただ元気なお
じさん。すごくいい人だと思います。
会社の受けは悪いようですけど」
「みんな、そう思っている？」
「ええ、多分。それに、うちの課の営
業成績がトップなのは、課長のおかげ
でしょ」
社長の話と全く違う。
「みんな、Ａ課長の暴言で、精神的に
辛かったりとか、無いの？」
「確かに、文字にしてみると、なんか
ひどいこと言っているみたいに見える
けど…辛いって思うかなぁ…でも、Ａ
課長は、おだてるのが上手いです」
「じゃあ、申告の必要はなかった？」
「Ａ課長が、書け書け、って。書くと
社内で喜ぶやつがいる、とか…」
喜ぶやつがいる…！？Ａ課長は全て
分かってるんだ。きっと…
間もなく部下のＥが、例の申告者の
データを恐る恐るＢに渡した。属性デ
ータから、出身大学、職歴、社内での
異動歴を照らし合わせてみると、全て
の共通点につながるある人物が何人か
絞り込めたが、その中に、Ａと同期
の、常務で営業本部長のＦがいた。
おそらくは今回の社長からの指示
は、Ｆの意向を汲んだものに違いない
が、役員の問題は、もはや人事部長で
ある自分には、全く関知し得ない。で
もＢは、社長の指示とはいえ、Ａ課長
に間違った対応をしたのではないか、
という気持ちに苛まれた。
「アンケート結果に疑義がありま…」
「その話は済んだはずだが」
「誰かに指示をされて、ウソの申告を
した者がいたようです」
「ウソの申告？」
「はい。事実関係は特定できません」
「それを私に言いに来た、ということ
は、何か重大なことを知った、か」
「私は、Ａ課長に謝罪したいと…」
「それは私の意思に反する」
「人事部長が恣意的な判断で行動した
ことは、反省しなければなりません」
「なるほど…」
「ですが、これ以上、パンドラの箱を
開けるつもりはありません」
社長は鼻でフンと苦笑すると、腕を
組んだまま床の一点を見つめていた。

当事者の真意を読み取り、問題に対する
認識のギャップを埋め、話をつなぐ

オフィスハラダの
「社外相談窓口」

https://officeharada.org/helpline/

オフィスハラダが運営するハラスメント
相談窓口は、開設以来十数年、年間千件
を超える相談対応実績があります。ご相
談内容は、ハラスメントに限らず、多方面
のテーマにまたがる多岐に渡る内容で
すが、いずれのご相談にも一貫して変わ
らない対応は、「問題の社内的解決を第
一に考えたアドバイスに徹している」とい
うことです。
労使の対立関係を前面に押し出さず、
いかにすれば平穏迅速に、問題の収束
を図ることができるか、この点に最もエネ
ルギーを注ぎます。なぜならば、問題の
社内的な解決は、労使双方にとって、物
心両面にわたる負担とストレスを最小限
に抑える方法であり、最も望ましいもの
だからです。
この相談窓口を御社
の社外相談窓口として
ご活用ください。詳しく
はウェブで。携帯から
は右のＱＲコードでご
覧ください。

必要な時に、必要なサポートを、必要な
だけ。これがオフィスハラダの

「相談顧問」
https://officeharada.org/consulting/

人事・労務に関するお悩み・疑問をスッ
キリ解消します。
□労務管理の改善提案をします
□就業規則などの諸規程の作成・見直し
をサポートします。
□トラブルの未然防止を図ります。
□万が一の問題発生時には、平穏迅速
な解決を促進します。
「今すぐ相談したい」…下記URL
https://officeharada.org/consulting/contact/

からすぐにご相談頂け
ます。初回ご相談メー
ルは無料です。携帯か
らは右のＱＲコードで
ご覧ください。

「人事労務のリスク管理メモ」
記事内容についてのご意見・ご質問は
e-mail：info@officeharada.org
TEL：050-3301-6118
FAX：050-3730-4575
定期購読（無料です！）はお気軽に…
詳細は https://officeharada.org/nl/
バックナンバーも掲載中！ご覧下さい

発行：社会保険労務士オフィスハラダ


